
 

労働者保護ルールの改正に反対する意見書 

 

 政府は成長戦略の名のもと、労働者保護ルールの改正を打ち出している。派遣労

働の大幅な拡大、労働時間や解雇の規制緩和、職業紹介事業の民間開放などの内容

である。 

 派遣労働の大原則は、臨時的・一時的な業務に限定し、常用雇用の代替をしては

ならないというもので、今回の改正は「派遣期間上限３年」を外して派遣労働者を

使い続けられるものである。増え続ける派遣労働者が不安定雇用のまま“生涯ハケ

ン”となりかねない。 

 また、労働基準法改正案では労働時間、休日、深夜の割り増し賃金の規定等を適

用除外する業務に特定高度専門業務・成果型労働制が追加されているが、すでに労

働時間を自分の裁量で管理できる立場にある上級管理職や研究者については裁量労

働制が導入されている。労働時間制度は今もなお、労働者を守る最低限のルールで

あり、長時間過密労働が蔓延し、過労死・過労自殺が後を絶たない現状において、

労働時間規制を適用除外する改正や裁量労働制の拡大は望ましいものとは言えない。 

 よって、政府は次の事項を誠実に対応するよう強く要望する。 

 

１ 欧州連合（ＥＵ）型の均等待遇原則を参考に、派遣労働者と正規労働者の間の

均等待遇の確保を推進すること。 

２ 労働時間（時間外労働）の上限規制や勤務間インターバル規制（２４時間につ

き最低連続１１時間の休息期間を確保する規制）等を導入して、長時間労働を抑

制し不払い残業を根絶すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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